
平成２１年
１２月末

平成２２年
３月末

平成２２年
６月末

平成２２年
９月末

206 1,219 1,949 2,581

132 880 1,326 1,787

68 700 1,278 1,764

うち、信用保証協会が条件変更対
応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権の額

0 0 0 0

0 0 0 0

うち、信用保証協会が条件変
更対応保証を応諾する旨の判
断を示した貸付債権の額

0 0 0 0

63 180 48 6

0 0 0 17

74 339 622 793

36 330 560 764

0 0 0 0

うち、信用保証協会が条件変更対
応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権の額

0 0 0 0

37 3 47 14

0 5 14 14

うち、審査中の貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の
額

貸出条件の変更等の申込を受けた貸付
債権の額

うち、信用保証協会等による債務の債務
保証を受けていなかった貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の
額

うち、信用保証協会等による債務の債務
保証を受けていた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

（単位：百万円）

１．貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の額

金融円滑化法第４条・第５条に基づく措置の実施状況

（債務者が中小企業者である場合）



平成２１年
１２月末

平成２２年
３月末

平成２２年
６月末

平成２２年
９月末

14 105 184 214

5 64 102 118

2 54 91 114

うち、信用保証協会が条件変更対
応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権の数

0 0 0 0

0 0 0 0

うち、信用保証協会が条件変
更対応保証を応諾する旨の判
断を示した貸付債権の数

0 0 0 0

3 10 11 1

0 0 0 3

9 41 82 96

8 37 69 91

0 0 0 0

うち、信用保証協会が条件変更対
応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権の数

0 0 0 0

1 2 10 2

0 2 3 3

（単位：件）

１．貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の数

（債務者が中小企業者である場合）

金融円滑化法第４条・第５条に基づく措置の実施状況

貸出条件の変更等の申込を受けた貸付
債権の数

うち、信用保証協会等による債務の債務
保証を受けていなかった貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の
数

うち、信用保証協会等による債務の債務
保証を受けていた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の
数



２．貸付の条件の変更等の申込を受けた貸付債権の額

（債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合）

（単位：件、百万円）

平成２１年
１２月末

平成２２年
３月末

平成２２年
６月末

平成２２年
９月末

77 292 306 393

14 292 295 387

うち、信用保証協会が
条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示し
た貸付債権の額

0 0 0 0

0 0 0 0

うち、他の金融機関により
法の施行日後になされた
貸付の条件の変更等の実
行を認識していた場合の
貸付債権の額

0 0 0 0

63 0 11 6

0 0 0 0

金融円滑化法第４条・第５条に基づく措置の実施状況

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の
額

信用保証協会等による債務の保証を受け
ていなかった貸付債権に係る債務者のうち
他の金融機関に対しても法の施行日後に
貸付けの条件の変更等の申込が行われた
ことを確認することが出来た者から、貸付
けの条件の変更等の申込を受けた貸付債
権の額

うち、実行に係る貸付債権の額



２．貸付の条件の変更等の申込を受けた貸付債権の数

（債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合）

（単位：件）

平成２１年
１２月末

平成２２年
３月末

平成２２年
６月末

平成２２年
９月末

4 25 29 34

1 25 27 33

うち、信用保証協会が
条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示し
た貸付債権の数

0 0 0 0

0 0 0 0

うち、他の金融機関により
法の施行日後になされた
貸付の条件の変更等の実
行を認識していた場合の
貸付債権の数

0 0 0 0

3 0 2 1

0 0 0 0

金融円滑化法第４条・第５条に基づく措置の実施状況

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の
数

信用保証協会等による債務の保証を受け
ていなかった貸付債権に係る債務者のうち
他の金融機関に対しても法の施行日後に
貸付けの条件の変更等の申込が行われた
ことを確認することが出来た者から、貸付
けの条件の変更等の申込を受けた貸付債
権の数

うち、実行に係る貸付債権の数



金融円滑化法第４条・第５条に基づく措置の実施状況

平成２１年
１２月末

平成２２年
３月末

平成２２年
６月末

平成２２年
９月末

18 127 226 290

0 73 184 260

0 0 0 7

18 36 24 0

0 17 17 22

３．貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権

（債務者が住宅資金借入者である場合）

うち、謝絶に係る貸付債権の額

貸付けの条件のの変更等の申込を
受付した貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

（注１）「謝絶に係る貸付債権の額」は、平成22年９月末時点において、貸付の条件の変更等の申込
日から３ヶ月を経過した日、または貸付債権の支払期日のいずれか遅い日を過ぎてもなお「審査中」
のものです。

（単位：百万円）

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取り下げに係る貸付債権
の額



金融円滑化法第４条・第５条に基づく措置の実施状況

平成２１年
１２月末

平成２２年
３月末

平成２２年
６月末

平成２２年
９月末

2 12 23 27

0 8 18 24

0 0 0 1

2 3 4 0

0 1 1 2

（単位：件）

３．貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権

（債務者が住宅資金借入者である場合）

うち、謝絶に係る貸付債権の数

（注２）「謝絶に係る貸付債権の数」は、平成22年９月末時点において、貸付の条件の変更等の申込
日から３ヶ月を経過した日、または貸付債権の支払期日のいずれか遅い日を過ぎてもなお「審査中」
のものです。

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取り下げに係る貸付債権
の数

貸付けの条件のの変更等の申込を
受付した貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数


